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成蹊大学欅祭本部罰則施行細則 

成蹊大学欅祭本部 

2025 年度(第 64 回) 

 

第 1章 総則 

 

第 1 条 当細則は、成蹊大学欅祭本部規約(以下規約)を補足するものとする。 

 

第２条 欅祭に参加する全ての団体は、その団体が使用する展示教室(控え室を含む)、  

公演会場、模擬店の場所についてあらゆる責任を負うものとする。 

 

第 2章 飲酒の制限 

 

第３条 飲酒は判断力を低下させ円滑な運営に支障をきたすおそれがあるため、欅祭期間

中、構内への酒類の持込、または飲酒をした状態での模擬店運営に関する行為、展

示・公演を行った場合、その団体へ以下の罰則を科すこととする。 

(1) 判明した時点から、当該年度の欅祭での活動停止 

(2) 次年度の欅祭参加禁止 

 

第４条 欅祭参加団体ではない者が欅祭期間中に構内へ酒類の持込、また決められた場所

以外での飲酒が判明した場合、その者の所属する団体の次年度の欅祭への参加可

否を含めた対応を本部で検討の上、当該団体へ通達する。 

 

第 3章 喫煙の制限 

 

第５条 欅祭期間中、学園で決められた場所以外で喫煙した者の所属団体は当該年度の欅

祭における活動を停止する等の処置をとるものとする。 

 

第６条 欅祭参加団体ではない者が欅祭期間中に学園で決められた場所以外で喫煙した 

場合、その者の所属する団体の次年度の欅祭への参加可否を含めた対応を本部で

検討の上、当該団体へ通達する。 

 

 



 

2 

 

 

第 4章 喧嘩・揉め事への対応 

 

第７条 喧嘩や揉め事を起こした者の所属する団体へ以下の罰則を科すこととする。 

(1) 判明した時点から、当該年度の欅祭での活動停止 

(2) 次年度の欅祭参加禁止 

 

第８条 欅祭参加団体ではない者が欅祭期間中に喧嘩や揉め事を起こした場合、その者の

所属する団体の次年度の欅祭への参加は認めないこととする。 

 

第 5章 学園周辺における駐車違反 

 

第 9 条 駐車違反の車両は直ちに警察署へ通報する。また、車両の持ち主(レンタカーの場

合は契約者)の所属する団体へ以下の罰則を科すこととする。 

(1) 判明した時点から、当該年度の欅祭での活動停止 

(2) 次年度の欅祭参加禁止 

 

第 6章 活動時間の制限 

 

第 10 条 参加団体は、大学退構時間の 21 時を厳守すること。また復旧日において、展示

参加団体は 13 時、模擬店参加団体は 15 時までを教室及びテントからの退出時間

とする。 

 

第 11 条 模擬店の営業時間は 19 時、音出しの時間は原則屋外は 16 時 30 分、屋内は 18 時

までとする。 

 

第 12 条 本部の注意があったにもかかわらず、上記の時間を守らない団体については以下

の罰則を科すこととする。 

(1) 判明した時点から、当該年度の欅祭での活動停止 

(2) 次年度の欅祭参加禁止 
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第 7章 物品の管理責任 

 

第 13 条 学園の備品やレンタル物品などを破損または汚損した場合、その修理や買替等に

かかる費用は当該団体が負担するものとする。 

 

第 8章 展示・公演参加に関する罰則 

 

第 14 条 規約第 29 条によって定められたルールブックに記載された事項が守られず、本

部からの指摘後も改善されない場合、当該団体へ以下の罰則を科すこととする。 

(1) 展示・公演の即時活動停止 

(2) 次年度の欅祭参加禁止 

 

第 15 条 規約第 34 条に定められた決算報告を提出しなかった団体は、展示援助金の支給

対象外とする。 

 

第 9章 模擬店参加に関する罰則 

 

第 16 条 規約第 29 条によって定められたルールブックに記載された事項が守られず、本

部からの指摘後も改善されない場合、当該団体へ以下の罰則を科すこととする。 

(1) 模擬店の即時営業停止 

(2) 次年度の欅祭参加禁止 

 

第 17 条 規約第 38 条に定められた決算報告を提出しなかった団体は、次年度の模擬店参

加を認めないこととする。 

 

第 10章 補則 

 

第 18 条 展示・公演団体および模擬店団体の両方に参加する団体は、第 8 章および第 9 章

の両方に該当するものとする。 

 

第 19 条 上記の他、著しく公序良俗に反する行動など特に罰則の適用が必要であると判断

される場合は、本部で検討の上、その旨を当該団体に通達する。 

 

第 20 条 近隣や来場者に対する迷惑行為についても前項と同様とする。 
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第 21 条 その他、総責任者会議において配布する資料中に掲げる罰則規定についても、当

細則と同様の拘束力を持つものとする。 

 

■改正年月日 

第56回(委員長：神 幸弥) 平成29年４月７日  

第57回(委員長：濵本 慶太) 平成30年４月２４日  

第58回(委員長：上里 友太) 令和元年５月６日  

第60回(委員長：姉崎 正之助) 令和3年６月４日  

第61回(委員長：権 千尋) 令和4年6月14日  

第62回(委員長：熊谷 陸) 令和 5 年 7 月 31 日 

第63回(委員長：井上 晴貴) 令和 6 年 5 月 23 日 

第64回(委員長：黒瀬 英太) 令和 7 年 6 月 6 日 

 

 


